
裁　決　書

審査請求人

処　 分　 庁　 川崎市川崎福祉事務所長　　　　　　十

審 査 請 求　 １　平成21年９月24日付け生活保護廃止
にかかる処分　　 決定処分

２　同日付け生活保護法第63 条費用返還
決定処分

生活保護法（昭和25年５月４日法律第144 号。以下「法」という。）による上記処
分に対し、平成21年10月１４日付けをもって審査請求人から提起のあった審査請求に
ついて、次のとおり裁決する。　　　　　　　　　　　　　 ／

主　文

本件審査請求１については、これを取り消す。
本件審査請求２を却下するＯ

理　由

１　事 実　　　　　　　　　　　　　･ ’

審査請求人 ㎜ （以下「請求人」という。）が審査庁に提痂した審査請求

書及び提出した反論書、川崎市川崎福祉事務所長（以下「処分庁」という。）から
提出された弁明書及び関係書類に基づき、次の事実を認定する。　　１

（１）平成20 年９月１日ヽ 請求人はヽ ㎜ 病隣に入院したこと6処分庁は
同月８日、職権により保護開始申請書を受理し、請求人が入院した同月１日に遡
り保護を開始したこと。

(２) 平成20 年11 月19 日、艢求人は、川崎市皿 に所在する簡易宿泊所y｢●
鶤| を現在地と定めたこと。　　　　　　 卜　 犬

(３) 平成21 年９月16 日、処分庁は、簡易宿泊所r㎜ を訪問し、請求人は同
年１月６日に退去している旨を確認したこと。

(４) 平成同年９月17 日、処分庁は請求人と所内面接を行y 、ヽ簡易､宿泊所｢－!1
帝退去した後、カプセルホテ片やサウナ等を転々々していたこと、現在ぼ㎜

μ ）



のカプセルホテル「㎜ 」に宿泊していること、及び連休明けに来所する旨の
報告を受けたことＯ

（５）平成21 年り月24 日、処分庁は、簡易宿泊所「皿 を退去した事実を確認
した月の初日である同年９月１日付けで保護廃止決定処分（以下「本件廃止処分」

という。⊃ を行うとともに、同年1･ 月７日かも同年９月30 日までに支弁した保

護費の全額を返還決定額とした法第63 条費用返還決定処分（以下「本件費用返
還処分」という。）を行ったこと。

（６）平成21 年1L 月４日、処分庁は、（５）の事実にある本件費用返還処分を取り
消し、同年１月７日以降に支弁した住宅扶助費並びに同年９月分として支弁した

生活扶助費及び医療扶助費を返還決定額とした法第63 条による費用返還決定処

十分を行い、:同日付けで請求人に通知（41 福川区保護第36 号一14132) したこと。

２　請求人の主張

土日・馨日以外の平日は保健胖･ヽ●7) 薬を投与するため出向いている。蜃求人
は訪問調査があることなど知らされておらず、職員は訪問の義務を怠っている。

したがって、本件廃止処分及び費用返還処分を取り捐す、との裁決を求める。

３　処分庁の主張
（１）本件審査請求１について
簡身宿泊所 唾 」を徂去した時点で請求人の現在地は消滅しており、処分庁
の実施責任も現在地の消滅と同時に消滅している。本来であれば平成21/年１月７
日付けで生活保驥を廃止すぺきととろであっだが、請求人が法第61 条の届出の義
務を怠り、さらに処分庁の訪問調査が:同年９月16 日の訪問調査まで実施されず、
生活実態の確認が遅れたために廃止決定についても遅れてしまった。
よって、遡及変更が可能である平成21 年９月１日付けで本件廃止処分を行った
ものであり、この決定を取り捐す必要性は認められない。　　　 ＼
（２）本件審査請求２について　　　　　　　　　　　　　　　ご
請求人はヽ 平成21 年９月に● う`完笋するま七の間は要坏禪状態にかった4=;推
測される．衲外的ではあるが，瀕 分庁所笄内である「㎜ 」の現在地力?平成21
年 １ 月 ７ 日 か ら 同 年 ８月31 日ま で は 残 っ て い た も の と み な し 、８ 月31 日 ま で の生

活 費 及 び 医 療 費 に つ い て は 処 分 庁 が 扶 助 す る こ と と修 正 し 、 Ｌ 月 ７ 日以 降 に 処 分 庁

が 請 求 人 に 対 し て 支 給 し た 住 宅 扶 助 費 は 全 額 、 法 第63 条 に よ り返 還 させ る こ と と

し た Ｏ　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　Ｉ　　　　　　－　　Ｉ　　　　　　　　・

り



これにより、本件費用返還処分は取り消し、返還額を変更して、平成21 年11 月
４日に法第63 条による返還決定を行った。　　、

４　判　断　　 ∧　　　　　　　　　　　　　　　ミ
本件審査請求については、以上の事実及び請求人、処分庁の主張を踏まえ、次の

とおり判断する。

（１）本件審査請求１について　　　　　　　　　 厂
都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、「その管理に属する福

祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者」（法第19 条第１項第１号）及び
「居住地がないか、又は明らかでない要保護者であ･つて、その管理に属する福祉事

務所の所管区域内に現在地を有するもめ」（同条第１項第２号）に対し保護を決定

し、かつ、､実施しなければならないとされている。　　　　 二
また、保護の実施機関は、「被保護者が保護を必要としなくなったときは、すみ

やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもって、これを被保護者に通知しな
ければならない」（法第26 条）とされ、「保護を必要としなくなった」事実の判定

は、保護の実施機関によって調査、確認された結果によらなければならないとされ。

ている。　　　　　　　　　　犬　　　　　　　　∧
本件廃止疸分をみると、ご請求人は処分庁に対し、簡易霤泊所 － を逗去し
た後、ビジネメホテル、サウナ等を転々とする生活を送っていたと申立てており、

居住地を定めない状態で生活していたことが推定されるが、処分庁は、請求人が簡

易宿泊所「㎜ 」を退去した事実を把握した日以降、睥求人と面接を七ているこ
とから、被保護者である請求人の当該時点又はそれ以降(g)保護の要否及び実施責任

の所在について判断することは可能であったＯしかしながら、処分庁はこの判断を
行わず、請求人の居住美痼が簡易啣 白所「㎜ に無いことのみをもっ七、本件
廃 止 処 分 を 行 っ た こ と が 認 め ら れ る 。

保 護 の 停 廃 止 処 分 は 、 被 保 護 者 が 保 護 の 要 件 を満 た さ な く な り 、保 護 を 継 続 実 施

す べ き 状 態 で な く な っ た と す る 事 実 に 基 づ き 判 定 し 行 う も の で あ る か ら 、請 求 人 の

要 保 護 性 或 い は 保 護 の 実 施 責 任 の 所 在 に つ い て 何 ら 調 査 、確 認 が な さ れ な い ま ま 行

わ れ た 本 件 廃 止 処 分 は 、 違 法 ・ 不 当 と い わ ざ る を 得 な い 。

●　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　－　Ｉ以 上 、本 件 廃 止 処 分 は 取 り 消 さ れ る べ き と す る請 求 人 の 主 張 に 理 由 が あ る ご と か

ら 、 行 政 不 服 審 査 法 第40 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り主 文 め とお り 裁 決 す る。

け



（２）本件審査請求２について

処分庁は、平成21 年11 月４日付け21 福川区保護第36 号-14132 をもって本件
費用返還処分を取消し、請求人に対し通知したことが認められる。二

これにより、沐件費用返還処分は、不服申立ての対象たる処分を欠くことになり、
不適法なものとなるので、行政不服審査法第J40 条第１項の規定によこり、主文のと

しおり裁決する。

平成22 年２月５日

神奈川県知事　　松沢成

……,にT偸………:l，
万万……` j………く教示 ） 卜　　　　　　　　　 し

∧卜……,i､辻の裁決につい て不服があ る場合は，この裁決があったことを知った日の翌日から
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……､i､辻の裁決につい て不服があ る場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から

血鰥して30 日以内に、厚生労働大臣に対 して再審査請求をすることができまず（な

・i　’.､I　―■卜 大: お、裁決があったことを知った日の翌日から起算して30 日以内であっても、裁決が

ｊ　　　　あった日の翌日から起算して１年を経過すると再審査請求をすることができなく､な
ります。）。

また、この裁決については、この裁決があったことを知った日め翌日から起算して
６か月以内に、この裁決の前提となる決定をした川崎市を被告として決定の取消しの
訴えを、あるいは神奈川県を被告としてこの裁決の取消しの訴えを提起すること｡がで

きます（なお、裁決があっ尭ことを知った日の翌日から起算して６か月以内であって
も、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過すると決定及び裁決の取消しの訴

えを提起することができなくなります。）。∧

厚生労働省所在地　　〒100-8916　東京都千代田区霞ヶ関１丁目２番２号

Ｏ


